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　新型コロナウイルス感染症が、世界規模で蔓延しており、日本においても

本年４月７日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言

が発令されました。

　新型コロナウイルスに罹患されお亡くなりになられた方に対し、謹んで哀

悼の意を表すとともに、現在、苦しい闘病生活を続けられておられる方々、

並びにそのご家族に対し、お見舞いと一日も早いご快方を心よりお祈り申し

上げます。

　また、一部業種への休業要請や各種イベントの中止、そして国民への外出

自粛要請により社会活動が停滞し、日本経済にも大きな影響を与えておりま

す。そのため会員事業者の皆さまにおかれましても、大変厳しい状況下での

事業経営を迫られていることと存じます。

　大阪府トラック協会といたしましても、皆さまからいただきましたご意見・

ご要望を取りまとめ、全日本トラック協会を通じて関係行政当局に対し、速

やかに要望してまいる所存です。

　政府・行政機関から新型コロナウイルス関連の様々な情報が日々提供され

ておりますが、当協会でもホームページならびに機関紙「トラック広報」を

通じ、会員事業者にいち早く情報提供をしてまいります。また、政府では様々

な支援策・融資制度を設けておりますので、ぜひともご活用いただければと

思います。

　新型コロナウイルスの収束の見通しについては不透明で、専門家の意見で

は長期戦になるとも言われておりますが、皆さまとともにトラック運送業界

が一致団結し、この難局を乗り越えていきたいと考えております。

　皆さん、一緒に頑張っていきましょう！

令和 2年 4 月 30 日
一般社団法人大阪府トラック協会

会　長　　辻　　卓　史

会員事業者の皆さまへ
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【経済産業省等による資金繰り等の融資策】

　新型コロナウイルス感染症について各行政機関による経営支援策が実施されて
おりますのでご紹介いたします。なお、大阪府トラック協会ホームページ内の新
型コロナウイルス関連情報のコーナーにて各行政機関等からの情報を随時提供さ
せていただいておりますのでご覧ください。

新型コロナウイルス感染症
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関連の経営支援等

【経済産業省等による資金繰り等の融資策】
※�詳細は経済産業省ホームページにて (https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)�
※�大ト協ホームページ内�新型コロナウイルス関連情報のコーナーからもリンクしております。

持続化給付金の相談ダイヤルはこちら　ＴＥＬ：０５７０－ 7 ８３１８３

（平日・休日９：００～１７：００　中小企業 金融・給付金相談窓口）
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　新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、
国や大阪府は感染リスクが高まる密閉空間・密集場
所等を避けることや外出自粛を強く要請している。
その中で、一般市民が生活していく上で必要となる
食料品、薬品、宅配関係などの荷物を配達しなが
ら、感染拡大の防止に取り組んでいるトラックドラ
イバーについてＮＨＫから取材依頼があり、4 月 28
日に当協会 滝口専務理事がインタビューに答えた。
　滝口専務理事は、「４月初め、トラックドライバー
を親に持つ子供が自宅待機を求められ、学校行事
に出られないというとても腹立たしいことが起こ
りました。暮らしを支えるために、日夜走ってい

るのがトラックであることを理解していただきた
い。国民が生活をするためには、物が無ければ生
活が出来なくなる。その荷物を運ぶのが運送事業
者であり、トラックドライバーであるという捉え
方をしていただければ、ありがたいです。最後に
ドライバーはお客様に『ありがとう』って声をか
けられるのが一番の励みになると思います。」とイ
ンタビューに答えた。

※ この模様は 4 月 30 日にＮＨＫの午後 6 時 10 分
からのニュース番組「ニュースほっと関西」の
中で放送された。

○

新型コロナウイルス感染症対策について
ＮＨＫから取材を受ける

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、府民の皆さまにお願いしたいこと
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　第 219 回理事会に上程するための各常任委員会が開催される予定であったが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大にともなう、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急
事態宣言が発令されたことを踏まえ、書面決議にて事業報告（案）ならびに決算報告（案）など
が検討され、承認された。

<各委員会は次のとおり>

第 69 回	 労務委員会	 （井上泰旭　委員長）

第 52 回	 交通対策委員会	 （中原	毅　委員長）

第 104 回	 広報委員会	 （小田原	武　委員長）

第 52 回	 環境対策委員会	 （新田朝世　委員長）

第 57 回	 中小企業・物流対策委員会	（池辺祐一　委員長）

第 71 回	 交付金事業委員会	 （重	博文　委員長）

第 96 回	 総務委員会	 （中川才助　委員長）

常任委員会が書面決議にて実施される

憲法記念日知事表彰
　大阪府は、５月３日の憲法記念日に合わせ、府政の振興に顕著な功績の
あった個人若しくは団体又は、篤行が特に優れ、府民の模範となる個人を
善行者、産業功労者、公共関係功労者として知事から表彰し、当協会から
は次の方々が受賞されました。

■�令和２年度�産業功労者商工関係知事表彰�受賞者（順不同）�

吉田　正則�氏　当協会常任理事 吉田運送㈱ 代表取締役社長（河北支部）

脇田　耕作�氏　当協会常任理事 富士興業㈲ 代表取締役社長（中央支部）

田中　秀和�氏　当協会常任理事 ㈱恵和テック 代表取締役社長（南大阪支部）

藤井　武治�氏　当協会常任理事 ㈱藤井商会 取締役会長（港支部）

浅野　　博�氏　当協会理事 大津急送㈱ 代表取締役会長（泉州支部）

（当協会推薦）
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国土交通省からのお知らせ

本件に関してのお問い合わせは
【企業振興部】

TEL ０６- ６９６５- ４０３６まで
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標準的な運賃【距離制運賃表：近畿運輸局管内】
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標準的な運賃【時間制運賃表・割増率等】
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一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について
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燃料サーチャージについて
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〇実働率・実車率・輸送数量全体
　実働率は前期比で「やや上昇」が 16.1㌽減少したのに
対して「やや低下」が 26.3㌽増加となっている。実車率
では「やや上昇」「横ばい」がそれぞれ 7.0㌽、21.1㌽の
減少となっているが、「やや低下」「大幅に低下」がそれ
ぞれ 23.1㌽、5.1㌽の増加となっている。輸送数量全体で
は「やや増加」が前期比で 13.4㌽減少したのに対して、「や
や減少」が 21.7㌽、「大幅に減少」が 0.4㌽とそれぞれ前
期比で増加となっており、新型コロナウイルスの影響に
よる輸送数量の減少が、実働率や実車率の低下に結び付
いた結果になったと思われる。輸送数量の先行きについ
ても、運送事業者の 70.5% が「やや減少」「大幅に減少」
すると考えており、新型コロナウイルスの影響による物
流の停滞は、来期以降も続くものと思われる。

〇ドライバーの過不足等
　ドライバーの過不足については、44.3％の運送事業者
が「不足」「やや不足」と感じているものの、「やや不足」
が前期比で 14.8㌽減少しており、ドライバーの不足感は
減少傾向が続いている。採用状況については、前期比で
「やや減少」「大幅に減少」がそれぞれ 11.5㌽、2.9㌽減
少しているが、「変わらない」が 13.5㌽の増加となってお
り、横ばい状態であると見受けられるので、今後もドラ
イバー確保に向けての諸対策を講じていく必要がある。

○所定外労働時間（休日労働を含む）
　所定外労働時間（休日労働を含む）は、「やや増加」
が前期比で 6.0㌽減少したのに対して、「やや減少」が
18.7㌽の増加と、一見「時間外労働の上限規制」への対
応が一層進んだようにも思えるが、前述のように、新型
コロナウイルスの影響で全体的に輸送量が減少したこと
も要因の一つとも考えられるので、若年層をメインター
ゲットとした人材確保の観点からも、引き続き労働環境
改善に取り組んでいく必要がある。

〇業界の景況感
　新型コロナウイルス感染拡大の影響を反映して、今期
は前期に比べて「やや悪化」が 17.7㌽、「大幅に悪化」が
6.8㌽とそれぞれ増加している。今後の先行きについても、
88.5% の運送事業者が「やや悪化」「大幅に悪化」すると
考えており、新型コロナウイルスが早期に沈静化しない限
り、運輸業界への影響の長期化は避けられないと思われる。

○営業収入（売上高）、営業利益・運賃・料金の水準
　運賃・料金の水準では、72.1% の運送事業者が「横ばい」
と感じているが、営業収入（売上高）と営業利益は前期
比で「やや減少」がそれぞれ 16.6㌽、22.9㌽増加しており、
前述した輸送数量の「やや減少」が 21.7㌽増加した結果
を反映しているものと思われる。

　今期の調査では、新型コロナウイルスの影響からか、各項目において前期から「やや低下」
「やや悪化」「やや減少」との回答が多かった。
　実働率は前期に比べて「やや低下」「大幅に悪化」が増加、「やや上昇」「横ばい」が減少
している。実車率は「やや低下」「大幅に低下」が増加して「やや上昇」「横ばい」が減少し
ている結果となった。
　輸送数量、営業収入、営業利益は、いずれも「やや減少」「大幅に減少」を合わせると20㌽
以上も前期比で増加している。
　運賃・料金の水準は「やや上昇」が減少しているものの、全体的には「横ばい」で推移し
ていると考えられる。
　労働力確保に関しては、ドライバーの過不足は前期に比べて「やや不足」が減少し、ドラ
イバーの不足感は減少傾向ではあるが、約 4割の事業者が「不足」「やや不足」と回答して
いることから、依然としてドライバー不足状態は続いているとみられる。
　所定外労働時間（休日労働を含む）は「やや減少」「大幅に減少」が前期と比べて増加し
ている結果となっているが、これは、各社の「時間外労働の上限規制」への取り組みが進ん
だことと、新型コロナウイルスの影響で輸送量が減少したことなどが考えられる。
　業界の景況感の今後の見通しでも新型コロナウイルス感染拡大による経済悪化に伴い、4月
以降も荷物量の落ち込み等を懸念する声が多数をしめた。

トラック運送業界の景況感
（令和２年１月～３月期）

第 13回



─  13  ─

運行管理者試験センターからのお知らせ

令和2年度第1回

運 行 管 理 者 試 験　貨 物
令和2年8月23日（日）

公  示

1．試　験　日

4．受験手続

5．合格基準

2．試　験　地

3．受験資格

6．試験結果の発表

（掲出期間　令和2年4月16日～令和2年9月下旬まで）

 出　題　分　野 必要な正解数
① 貨物自動車運送事業法関係　　② 道路運送車両法関係 各1問以上③ 道路交通法関係　　　　　　　④ 労働基準法関係
⑤ その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力 2問以上

試験の合格基準は、次の（1）及び（2）の得点が必要です。
（1）原則として、総得点が満点の60％（30問中18問）以上であること。
（2）次表の出題分野（①～⑤）ごとに必要な正解数を満たしていること。

（1）試験日より１カ月以内。
（2）試験結果通知書を受験者に郵送します。

（1）全国47都道府県で実施します。
（2）試験会場は、8月5日（水）発送予定の受験通知書でお知らせします。

受験資格は、次の（1）又は（2）の要件を満たす方
（1）試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く。）の用

に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運
行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方

（2）国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成７年４月１日以降の試験の種
類に応じた基礎講習を修了（受講予定の方は、試験日の２週間前までに修了）した方

（1）申請用紙（受験申請書）は、各都道府県トラック協会及び（公財）運行管理者試
験センターで頒布（販売）します。
頒布期間は、令和2年5月15日（金）～6月10日（水）（土・日・祝祭日を除く）です。

（2）申請の方法及び期間
　①書面申請【申請期間：令和2年5月15日（金）～6月10日（水）】

受験申請書に必要事項を記入し、所定の証明書類等を添付して運行管理者試験
センター試験事務センターへ郵送（簡易書留）して下さい。
※土・日祝祭日は、郵便局によっては取扱いをしておりませんのでご注意下さい。

　②インターネット申請【申請期間：令和2年5月15日（金）～6月16日（火）】
（パソコンまたはスマートフォンから申込みができます。）
（公財）運行管理者試験センターのホームページにアクセスし、所定の手順に従っ
て必要事項を入力してお申込み下さい。

　③再受験申請【申請期間：令和2年5月15日（金）～6月16日（火）】
（パソコンまたはスマートフォンから申込みができます。）
（公財）運行管理者試験センターのホームページにアクセスし、所定の手順に従っ
て必要事項を入力してお申込み下さい。

（3）受験手数料は、6，000円（非課税）です。

　　　　　国土交通大臣指定試験機関

〒105－0012 東京都港区芝大門1丁目16番地3号 芝大門116ビル7F　 TEL 03－6803－4323
ホームページ　https://www.unkan.or.jp/ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
お問い合わせ先  運行管理者試験センター　試験事務センター　 TEL0476－85－7177
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2020年度 安全性評価事業（Gマーク）について
（４月号掲載内容に一部変更があります）

 適正化事業のページ
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 適正化事業のページ
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「あかん！くるまの不正改造！」
６月は「不正改造車排除運動」強化月間です

　我が国の自動車保有台数は、令和元年 10 月末現在で 8,200 万台を超えており、自動車が国
民生活に欠かせない移動手段となっている一方、交通事故の発生状況は依然として厳しく、ま
た、大気環境については、近年環境基準の達成状況に改善状況がみられるものの、交通量の多
い地域における自動車の排出ガス、騒音等による環境の悪化が深刻な社会問題となっています。
　特に、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、誤認を招く灯火の色の変更、土砂等を運搬する
ダンプのリアバンパの切断・取り外し、騒音の増大を招くマフラーの切断・取り外し又は基
準不適合マフラーの装着等の不正改造を施された車両は、国民生活の安全を脅かし、他人に
迷惑をかけるものとして、その排除が求められています。また、大型車の速度抑制装置（ス
ピードリミッター）の解除又は不正な改変等の不正改造が社会的な問題となっており、生活
の安心を確保するためにも、その排除が喫緊の課題となっています。
　国土交通省では、このような状況を改善し、車両の安全確保及び環境保全を図ることによ
り、国民の安全、安心を確実に確保していくため、令和２年度においても、関係省庁、自動
車関係団体等と協力して、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することとし、特
に６月を「不正改造車排除強化月間」として一層強力に取り組むこととします。
　皆様もぜひ、この機会に不正改造の防止についての理解を深めていただき、その排除にご
協力下さい。
　詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.com」
　この期間中、近畿運輸局が中心となって、次のような行事が展開されます。
　①  広報活動の推進
　②　不正改造車を対象とした街頭検査及び指導の実施
　③　不正改造の防止に関する研修会及び講習会の開催
　④　不正改造車に重点をおいた監査及び査察の実施
　⑤　不正改造車に関する情報の収集及び調査
　当協会としても、この運動の趣旨に賛同し、積極的に協力することとしましたので、会員
各位におかれては、特に次の事項に留意され、不正改造車の排除に努めて下さい。

記

①　「不正改造車排除運動」のポスター等は運動期間以降も継続して掲示すること。
②　保安基準に適合する車両を使用すること。
③　�登録後に車両の改造が必要となった場合、自動車整備事業者、自動車販売店に相談し、
正規の手続きを行い、不正な二次架装の防止を徹底すること。

④　�運転者に対し、本運動の主旨、実施事項、不正改造事例、不正改造防止に関する留意事
項等について指導し、不正改造防止の徹底を図るとともに、速度制限装置の不適切な取
り外し及び燃料ポンプの封印の取り外し等によるディーゼル黒煙の悪化の防止、騒音の
増大を招くマフラーの切断・取外し又は基準不適合マフラーの装着についても周知・指
導を行うこと。

⑤　�運動実施責任者を選任するとともに、従業員等の車両を含む所有車両、整備実施体制及
び管理体制等について点検を行うこと。

⑥　保安基準の緩和車両は保安上の制限（積載物品等の制限）を遵守して使用すること。
⑦　不正改造車等に関する情報提供・ご相談・お問い合わせは、
　　近畿運輸局� （０６－６９４９－６４５３　不正改造車・黒煙相談窓口）、
　　大阪運輸支局�（０７２－８２２－４３７４　不正改造車・黒煙相談窓口）
　で受付けています。（受付時間　午前９時～午後５時）

お�知�ら�せ
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不 正 改 造 防 止 自 主 点 検 票 
 

点 検 の 

実 施 日 
    年   月   日 

点 検 の 

実 施 者 

職 責  

氏 名  

事 業 者 名  

事 業 場 名  

点 検 事 項 点 検 内 容 
チ ェ ッ ク 欄 

適 要 改 善 

事業場関係

者の所有車

両等の状況 

不正改造車両の有無 

社用車 無 有（    台） 

従業員車両 無 有（    台） 

販売車両 無 有（    台） 

その他 無 有（    台） 

不正改造防

止について

の事業場内

の管理体制 

事業場における運動実施責任者の選任状況   

社用車、従業員車両及び販売車両の定期的な確認   

不正改造の防止についての従業員に対する教育の

実施状況 
  

休日・深夜等に事業場が無断使用されていないこと

の確認 
  

不正改造の防止についてのユーザーに対するＰＲの

実施 
  

不正改造車

への対応と

措 置 

不正改造車両の整備の依頼があった場合における

不正改造部位の確実な復元等、ユーザーに対する

適切な対応 

  

上記ユーザーが拒否した場合の関係機関に対する

情報提供 
  

ユーザーから不正改造の依頼があった場合の拒否   

注 １．点検実施日現在の状況を確認し、その結果をチェック欄に「レ」で記入して下さい。 

２．点検については、事業場内において定期的に行うことをお奨めします。 
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お 知 ら せ

◎大阪府財務部税務局徴税対策課

自動車税（種別割）の納期限は ６月１日 月 です。

納期限までに納めましょう！

納税通知書等の発送直後や９時台は、つながりにくくなる場合がありますのでご了承ください。
※このナビダイヤルによる通話は大阪市までの通話料金でご利用いただけます。携帯電話からは 秒ごとに

約 円でご利用いただけます。なお、通話料金はマイラインの登録にかかわらず、 コミュニケーシ

ョンズからの請求となります。

※お問合せの際には、自動車の「登録番号」及び「車台番号（下 桁）」をご確認ください。

※一部の 電話等でつながらない場合は、 までお願いします。

大阪府からのお知らせ

大阪府広報担当

副知事もずやん

○自動車税（種別割）は金融機関等で納付することができます！
自動車税（種別割）は、金融機関・大阪府内の郵便局・コンビニエンスストア等・府税事務所で納

付することができます。また、パソコンやスマートフォン等からクレジットカードでの納付やスマー

トフォン決済アプリ「 」を利用した納付ができます。さらに、府が指定する金融機関（ゆうちょ

銀行を除く。）の やインターネットバンキングを利用する （ペイジー）による納付も

できます。詳しくは、府税のホームページ「府税あらかると」をご覧ください。

○抹消登録（廃車）の手続きを行うまで自動車税（種別割）は課税されます！
運輸支局等に登録されている自動車は、故障や検査有効期限が経過し、自動車を使用していない場合

でも、自動車税（種別割）の課税対象となります。自動車を使用しない場合は、速やかに自動車の抹消

登録（廃車）の手続きをしてください。

○自動車税（種別割）の徴収の取組みを強化しています！
府税を滞納すると督促状の発付等、納税の催告が行われます。それでもなお完納されない場合は、

貴重な財源である大切な府税を確保するため、また、納期限までに完納された方との公平性を保つた

め、やむを得ず滞納処分（差押え等）が行われることとなります。

なお、納期限までに府税を完納されなかった場合は、その滞納額について、納期限の翌日から納付

の日までの期間に応じて、法律の規定により一定の割合で延滞金がかかります。 

○税制改正により自動車税が変わりました！
税制改正により、令和元年 月から「自動車税」は「自動車税（種別割）」に名称変更されまし

た。また、「自動車取得税」は令和元年９月末をもって廃止され、令和元年 月より「自動車税

（環境性能割）」が創設されました。
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総務省近畿総合通信局からのお知らせ

知っていますか? 電波のルール
～ 不法無線局取締り強化のお知らせ ～

総務省 近畿総合通信局

総務省では、皆様がいつも快適に電波を利用できるよう、電波利用環境保護に
取り組んでいます。

特に６月は、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」に併せて、不法無線局の
取締りを強化します。

不法市民ラジオ・不法パーソナル無線・不法アマチュア無線などの機器から出
される不法電波は、消防・救急、鉄道、防災などの重要な無線通信を妨害し、国
民生活の「安心・安全」に支障をきたすことがあります。

無線機器を使用する際は、「電波のルール」を守りましょう。

不法な無線機器を使用すると、電波法により処罰の対象となります。

免許がないのに無線局を開設したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」、
重要な無線通信を妨害したものは「五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金」に処
されます。

無線局の免許を持っていても、無線機を改造して出力を大きくするなど、指定された
電波以外で運用することは禁止されています。

※上記の改造を行い運用したものは「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。
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NPO法人  ヘルスケアネットワーク（OCHIS）からのお知らせ
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大阪府からのお知らせ大阪府からのお知らせ

 
 
 

「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」で禁止されている 

野焼きや不法投棄に代表され

る廃棄物の不適正な処理は、 

依然として後を絶ちません。 

また、不適正な処理の意識がなくても、

廃棄物を安易に放置する等、適切な扱い

をしない場合、更なる不法投棄等を招き、

状況が悪化する恐れがあります。 

不適正な処理と思われる現場を発見さ

れた場合は、情報をお寄せください。 

早期発見・早期是正 のために、皆様のご協力をお願いします。 

 

 

産業廃棄物の不適正処理に関する情報受付先  

○大阪府不適正処理情報ファックス  ＦＡＸ  ０６－６２１０－９５６９ 

○大阪府産業廃棄物指導課       ＴＥＬ  ０６－６２１０－９５７２ 

○環境省不法投棄ホットライン    ＦＡＸ  ０１２０－５３７－３８１
ごみなしさんぱい

 

電子メール sanpai110＠env.go.jp 

 

大阪府産業廃棄物不適正処理対策会議  からのお願いです。 

大阪府、大阪府警察本部、大阪海上保安監部・関西空港海上保安航空基地、府内４３市町村、近畿地方環境

事務所、公益社団法人大阪府産業資源循環協会、大阪商工会議所、一般社団法人大阪建設業協会、一般社団

法人大阪府中小建設業協会 

産産業業廃廃棄棄物物不不適適正正処処理理をを見見かかけけたたららごご一一報報をを！！  

別紙１ 

情報は 
こちらまで 
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近畿共済のページ

近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています 

近 畿 共 済 の自 動 車 共 済 ･自 賠 責 共 済 をご利 用 ください 

ご契約のお問い合わせ・お申し込みは、契約サービス課 ０６－６９６５－２８２４まで 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

自動車共済新規獲得キャンペーンを実施中 

４月１日～９月３０日 

貨物運送業界の景気動向は、令和元年 10 月～12 月期も下降気味でしたが、今年１月～３

月期に入って、 新型コロナウイルス感染症の影響と思われる下降傾向が顕著になってきて

います。 
こうした状況のもと、当組合では昨年度、組合員の皆さまのご協力を得て契約推進に取り

組んだところ、すべての自動車共済種類において期首台数を上回ることができました。 
一方で、自動車保険の国内市場縮小や消費税増税のも

とで損保会社との競争が激化しており、これまで以上に

攻める営業活動の推進が求められます。 
 そこで、今年度も新規契約の獲得キャンペーンを実施

し、積極的な新規契約勧誘活動をすすめております。当

組合では協同組合のメリットを生かして皆さまの経営

の一助となるよう努力してまいりますので、ぜひ当組合

の自動車共済契約をご検討願います。 
 
キャンペーンの内容 
期間中の新規契約について、事業者数(2 件以上)部門、

自動車共済掛金(20 万円以上)部門のそれぞれ上位 3 地

域を副賞を添えて表彰します。 
また、特賞として、新規事業者紹介 1 件成立につき、

選べるギフト（6,000 円相当）を贈呈します。 
 

 

自賠責共済契約獲得キャンペーンも実施中 

４月１日～９月３０日 

 
 同時に、自賠責共済契約拡大をはかる目的でキャンペ

ーンを実施しています。 
 期間中に、新規自賠責共済契約獲得件数の上位 10 代

理店に対して景品を進呈します。 
 また、特賞として、新規自賠責共済代理店の紹介 1 件

成立につき粗品進呈 
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大貨健保のページ

 

利 用 区 分  一 般 料 金  割 引  割 引 後 料 金  

大人(高校生以上) 1,860 円 740 円引き 1,120 円 

小人(４歳～中学生) 1,420 円 610 円引き  810 円 

利 用 区 分  一 般 料 金  割 引  割 引 後 料 金  

おとな(中学生以上) 800 円 2 割引 640 円 

こども(3歳～小学生) 500 円 2 割引 400 円 

シルバー(60歳以上) 400 円 対象外 400 円 

利 用 区 分  一 般 料 金  割 引  割 引 後 料 金  

おとな(中学生以上) 3,000 円 400 円引き 2,600 円 

こどもＡ(3歳～小学生) 

身 長 1 1 0 ㎝ 以 上  
2,700 円 400 円引き 2,300 円 

こどもＢ(3歳～小学生) 

身 長 1 1 0 ㎝ 未 満  
1,900 円 400 円引き 1,500 円 

シルバー(60歳以上) 2,200 円 100 円引き 2,100 円 

～大貨健保に加入のみなさまへ～ 

割引利用券のご案内 

大貨健保では、「関西サイクルスポーツセンター」と「大阪府立臨海スポーツセンター

アイススケート場」の割引利用券を用意しています。 

ご希望の方は健康管理センター ☎06-6965-4056 へお電話ください。 

なお、枚数に限りがあるため、ご希望の方はお早目にご連絡ください。 

【入場券】 

【入場券付きフリーパス】 

※割引券 1 枚で 5 名まで利用できます。 

大阪府貨物運送健康保険組合 健康管理センター ☎06-6965-4056 

【料金】貸靴料金および消費税を含み、靴を持ち込む場合も同額 

※利用券は 1 人 1 枚必要です。 

関西サイクルスポーツセンター 

大阪府立臨海スポーツセンターアイススケート場 

日本国内における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の営業にも影響が出る 

場合があります。ご利用の際は施設ホームページ等でご確認ください。 
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口数
月額
掛金

加入年数

２口

1,000円

４口

2,000円

６口

3,000円

８口

4,000円

10口

5,000円

20口

10,000円

30口

15,000円

40口

20,000円

60口

30,000円

１年

２

３

４

５

10

20

30

4,100

23,600

35,300

48,000

60,100

121,100

253,200

391,600

8,200

47,200

70,600

96,000

120,200

242,200

506,400

783,200

12,300

70,800

105,900

144,000

180,300

363,300

759,600

1,174,800

16,400

94,400

141,200

192,000

240,400

484,400

1,012,800

1,566,400

20,500

118,000

176,500

240,000

300,500

605,500

1,266,000

1,958,000

41,000

236,000

353,000

480,000

601,000

1,211,000

2,532,000

3,916,000

61,500

354,000

529,500

720,000

901,500

1,816,500

3,798,000

5,874,000

82,000

472,000

706,000

960,000

1,202,000

2,422,000

5,064,000

7,832,000

123,000

708,000

1,059,000

1,440,000

1,803,000

3,633,000

7,596,000

11,748,000

【特定退職金共済制度について】

〒536－0014 大阪市城東区鴫野西２丁目11番２号

        　　電　話　０６－６９６５－２２３０

        　　ＦＡＸ　０６－６９６５－２２３１

　住友生命保険相互会社(64.3％）[事務幹事]
　日本生命保険相互会社(31.2％）
　明治安田生命保険相互会社(4.5％）
委託保険会社は、各ご加入者の加入金額のうち、それぞれの
委託割合（平成14年７月４日現在）による保険契約上の責任
を負います。(委託会社および委託割合は変更されることがあります｡）

大貨特退共のページ
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トラ坊 の ご存知ですか？トラ坊 の ご存知ですか？
トラック運送業界のインターンシップ
導入促進支援事業（全ト協）

　トラック運送業界では若手ドライバーが減少し、ドラ
イバーの高齢化が進んでおり、将来的に深刻なドライ
バー不足に陥ることが懸念されており、将来を担う若
手人材を確保するために、効果的に新卒者を採用する
必要があります。そこで、学生（高校、専門学校、大学等）
を「インターンシップ」により早期から物流現場へ受入
れし、職場体験を通じて当業界への理解及びイメージ
アップを図ることで、将来的な人材確保対策を効果的
に実施するために、（公社）全日本トラック協会ではイン
ターンシップ導入促進支援事業を実施しております。

　インターンシップにより学生を受入れ可能な会員事
業者の皆様におかれましては、インターンシップの関
連情報をご入力いただければ（下記ホームページ参照）、
当協会は当該情報を広く公開し、高等学校等にも周知
してまいりますので、是非情報を入力していただくと
ともに積極的に教育機関へ働きかけていただきますよ
うお願い申し上げます。また、下記の助成制度も実施
しておりますので、ご活用いただきますよう、よろし
くお願い申し上げます。

詳しくはこちらをご覧ください。
（公社）全日本トラック協会　http://www.jta.or.jp/keieikaizen/yushi_jyosei/intren2020/intern_2020.html

【お問い合わせ先】
※インターンシップ導入促進支援事業助成制度の利用をご希望される場合は下記までお電話ください。

（一社）大阪府トラック協会　企画室　ＴＥＬ ０６－６９６５－４００１

〇助成対象者
　会員事業者で中小企業基本法に掲げる中小企業者（資本金３億円以下又は従業員数３００人以下）

〇助成対象事業
　�会員事業者が全ト協の開設したインターンシップ登録サイト（下記ホームページ参照）に必要事項を登録
した後、高等学校以上の教育機関からインターンシップを受入れた場合に次の要件に適合するものにあっ
ては、その受入れに対して助成する。ただし、地方トラック協会ごとの１事業者あたりの申請は１回に限る。

　（１）インターンシップ受入れ期間が３日間以上であること。�
　（２）�トラック運送事業の理解を深めることを目的としたインターンシッププログラムであり次の内容を

含むものであること。�
　　�①�点呼や日常点検等安全運行に向けた取組みの見学等。�
　　�②�乗務体験（学校側からの要請もしくは社内規定で乗務体験を含まない場合を除く。）

〇実施期間
　�令和２年４月１日（水）～令和 3 年２月２８日（日）までに実施分（地方トラック協会への実績報告書の
提出は３月２日（火）必着）

〇助成金額
　（１）インターンシップ受入れ期間�３日間�����９万円��
　（２）インターンシップ受入れ期間�４日間����１１万円�����
　（３）インターンシップ受入れ期間�５日間以上��１３万円��
※但し、上記受入れ期間は同一学生に対する受入れ期間とし、受入れ人数にかかわらず上記の助成額とする。

【インターンシップ導入促進支援事業助成制度】
記
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学校法人行吉学園 発行
神戸女子大学・神戸女子短期大学食物研究会�編集

「食物と健康」No.160 より掲載
http://www.yg.kobe-wu.ac.jp

今月の
「 Let's Try

 Cooking 
1. 2. 3 」

【ヒント】　
　白の眼を奪うには、思いきった手が必要です。
５分で初段、10 分で一級です。

【ヒント】
捨て駒の連続。５分で初段。九手詰。

【問 題】【問 題】
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スタンド平均 ローリー平均 カード平均
94.64 83.30 91.03

■単純集計表

元売別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
Ｊ X T G エ ネ ル ギ ー 87.07 86.09 91.18
出 光 97.00 84.32 90.98
昭 和 シ ェ ル 118.50 81.05 88.50
エクソンモービル
キ グ ナ ス 85.50
コ ス モ 91.60 83.35 93.45
そ の 他 94.68 82.65 90.21

■元売別集計表

月間購入量別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
3 0キロリットル未満 95.13 83.58 91.99
30～50キロリットル未満 87.40 83.00 84.39
50～100キロリットル未満 82.20 87.35
10 0キロリットル以上 81.88 88.80

■月間購入量別集計表

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30日未満 100.25 80.92 91.64
30～60日未満 91.86 84.24 91.08
60日以上 97.35 85.38 84.70

■支払期限別集計表

近畿地区軽油価格調査集計表（2020年3月分）
全ト協調べ

※消費税抜き価格です

大ト協調べ
軽油「元売別」購入価格表（1ℓ当たり）

（2020年3月度）
※消費税抜き価格です

項目

元売別
ス　タ　ン　ド　買　い ロ　ー　リ　ー　買　い

  平均（円）   最低（円）   平均（円）   最低（円）
エ ネ オ ス 101. 9 91. 0 90. 9 81. 4
出 光 102. 6 96. 0 94. 8 84. 5
昭 和 シ ェ ル 99. 3 92. 5 90. 7 83. 4
モ ー ビ ル 105. 2 105. 0
エ ッ ソ 119. 3 119. 0 85. 5 83. 9
ゼ ネ ラ ル 99. 3 87. 0
キ グ ナ ス
コ ス モ 101. 9 93. 1 91. 4 81. 7
そ の 他 98. 5 87. 6 87. 3 84. 0
全 　 　 　 社 （加重平均値）101. 7 （最低価格）87. 6 （加重平均値）91. 5 （最低価格）81. 4

スタンド平均 ローリー平均 カード平均
2019年11月 103.54 94.79 101.10
2019年12月 105.12 96.94 103.63
2020年１月 104.03 98.64 105.01
2020年２月 106.05 93.09 100.35
2020年３月 94.64 83.30 91.03

■軽油価格推移表

増･減車区分
事　　　前　　　届　　　出

件　　　　数 台　　　　数
１月 ２月 ３月 １月 ２月 ３月

特別積合せ
増　　車 29 29 33 58 50 76
減　　車 20 25 42 39 41 101

一　　　般
増　　車 （12）497 （9）535 （18）692 （68）906 （47）927 （93）1,333
減　　車 455 413 720 751 726 1,310

特　　　定
増　　車 0 0 0 0 0 0
減　　車 0 0 0 0 0 0

合　　　計
増　　車 （12）526 （9）564 （18）725 （68）964 （47）977 （93）1,409
減　　車 475 438 762 790 767 1,411

※ （  　） 新規許可内数（大阪運輸支局調べ）

（最近３カ月）府下営業用トラック増・減車状況
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堺梱包運輸㈲（堺市西区鳳北町８ノ453ノ１＝泉
州支部）社長 木岡一雄殿、４月25日死去、75歳。
葬儀は新型コロナウイルス感染症拡大防止を鑑み
近親者のみで執り行われた。

森下運輸㈱（交野市倉治９ノ2644ノ３＝東北支
部）社長 ご令弟 塚田裕一殿、５月２日死去、46
歳。葬儀は５月６日に森下運輸株式会社社葬式と
して執り行われた。

㈲山本運送店（堺市堺区今池町３ノ５ノ25＝泉州
支部）社長 ご令兄 山本清隆殿、５月３日死去、69
歳。葬儀は新型コロナウイルス感染症拡大防止を
鑑み近親者のみで執り行われた。

お悔やみ申し上げます

区　分

年　月

一　　般　　講　　習 基 礎 講 習 特 別 講 習

開催回数
受講者数と区分

開催回数 受講者数 開催回数 受講者数
運行管理者 補助者等 計

2 0 2 0 年 3 月 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 年 度 累 計 21 2,052 511 2,563 8 1,081 5 103

（2020年３月末現在）◎運行管理者等指導講習業務

区　分

年　月

受　　　　診　　　　者　　　　数

任　　　意 義　　　　　　務
合　　計

一 般 特 別 初 任 適 齢 特定Ⅰ 特定Ⅱ

2 0 2 0 年 3 月 935 0 464 51 12 1 1,463

2019 年 度 累 計 10,871 3 4,879 726 96 3 16,578

（2020年３月末現在）◎適性診断業務
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トラック協会からのお知らせ

夏季における軽装の励行について
一般社団法人 大阪府トラック協会

　一般社団法人大阪府トラック協会では、事務所等の冷房設定温度を見直し、省エネルギーの
推進と併せ、地球温暖化防止運動の一つとして、職場内での「軽装」を励行いたします。
　皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

記
実施期間　５月１日（金）～ 10 月 31 日（土）
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　トラック広報では令和元年度、「我が社の取り組み」と題しまして、会員事業者の社長様等
に各社の人材採用等の取り組みについてインタビューさせて頂き、連載企画として掲載して
まいりました。
　令和２年度のトラック広報（令和２年４月号～令和３年３月号）の連載企画では、現在若
年世代を中心にトラックドライバー不足が深刻な課題となっている中、会員事業者様で活躍
されている入社３～５年の若手ドライバー（３５歳くらいまで）の方の特集記事を掲載して
おります。
　つきましては取材にご協力いただける会員事業者様を募集させていただきますので、下記
により FAX にてご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。（ご応募頂きまし
た事業者様には事務局よりお電話させて頂きます。）

※ 内容については、次のような内容としております。
【日常の業務やドライバーになったきっかけ、将来の夢、入社時と比べての現在の心境、
休日の過ごし方等についてインタビュー・可能な範囲内での業務の同行取材・上司の方の
インタビュー・将来ドライバーを目指される方へのメッセージ動画（ホームページに掲載）】

※  掲載回数に限りがございますので、たくさんのご応募を頂いた際は当協会にて選定させて
頂く場合がございます。（大ト協ではドライバー不足問題の解消に向けて今後もさまざまな
取り組みを検討いたしますので、その他の機会でもご協力いただければ幸いです。）

※  5 月号について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特集記事の取材を休止させて
いただきましたが、次号以降、新型コロナウイルス感染拡大の状況や政府の発表等を踏ま
えて取材をさせていただきます。

令和２年度 トラック広報連載企画

「活躍する若手トラックドライバー」
取材協力のお願い

（一社）大阪府トラック協会　企画室　宛

ＦＡＸ：０６－６９６５－４０１９

① 貴 社 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

② 支 部 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③ 取材対象となるドライバ―について　入社して（　　　年目）・年齢（　　　歳）

④ ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑤ 電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お問い合わせはこちらまで　ＴＥＬ：０６－６９６５－４００１
（一社）大阪府トラック協会　企画室

記





大阪府自動車交通事故防止実行会
大 阪 府 警 察 本 部 交 通 部

みなさんのご協力をお願いします
カチッとね　ベルトが守る　その笑顔

５月の安全運転実践目標



● 各年の12月末までの確定値
年

区　分 平成27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年

件 数 2,342 2,164 2,144 2,000 1,892

死 者 数 29 19 21 21 20 

負 傷 者 数 2,901 2,666 2,684 2,514 2,321 

● 各年の３月末までの確定値
年

区　分 平成28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年

件 数 542 496 441 441 444

死 者 数 8 4 7 4 3

負 傷 者 数 671 594 574 531 521

● 各年の３月中の確定値
年

区　分 平成28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年

件 数 217 196 170 179 166

死 者 数 3 1 2 2 0

負 傷 者 数 268 234 211 221 192

事業用貨物自動車の交通事故発生状況

注： 件数は事業用貨物自動車が１当となった事故件数、死傷者数はその事故により生じた
全死傷者数を計上。
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通　報 大ト協第２７号
令 和 ２ 年 ５ 月

会 　 　 員 　 殿

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度全国安全週間の実施について 
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通　報 大ト協第３７号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 トラック運転者の睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ） 
スクリーニング検査助成について（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第３８号
令 和 ２ 年 ５ 月

会 　 　 員 　 殿

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

血圧計導入促進助成制度について（ご案内） 
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通　報 大ト協第５９号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 先進安全自動車（ＡＳＶ）導入にかかる助成について 
（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第６０号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 後方視野確認支援装置等導入促進にかかる助成について 

（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第６１号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 アルコールインターロック装置導入促進助成について 
（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第６２号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度環境対応車導入にかかる助成について 
（ ご 案 内 ）  
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（62－4）
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（63－1）

通　報 大ト協第６３号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 低燃費タイヤ（エコタイヤ）導入にかかる助成について 
（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第６４号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 ＥＭＳ機器（デジタルタコグラフ）導入にかかる助成について 
（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第６５号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 アイドリングストップ支援機器導入にかかる助成について 
（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第６６号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 グリーン経営認証取得にかかる助成について 
（ ご 案 内 ） 
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（73－1）

通　報 大ト協第７３号
令 和 ２ 年 ５ 月

各 　 　 　 位

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

令和２年度 ドライブレコーダ機器等導入にかかる助成について 
（ ご 案 内 ） 
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通　報 大ト協第７４号
令 和 ２ 年 ５ 月

会 　 　 員 　 殿

一般社団法人 大阪府トラック協会
会  長　辻　　卓　史

第 52回 全国トラックドライバー･コンテスト 
および｢同大阪府大会｣の開催中止について 

（ お知らせ ） 
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